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三
六
五

◎
養
豚
農
業
振
興
法�

�

（
平
成
二
六
年
六
月
二
七
日
法
律
第
一
〇
一
号
）（
衆
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
六
月
五
日
・
衆
議
院
本
会
議
）

○
坂
本
哲
志
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
申
し
上
げ
ま
す
。

�

（
略
）�

次
に
、
養
豚
農
業
振
興
法
案
及
び
花
き
の
振
興
に
関
す
る
法
律
案
の
両

案
に
つ
き
ま
し
て
、
提
案
の
趣
旨
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

養
豚
農
業
振
興
法
案
は
、
養
豚
農
業
が
、
国
民
の
食
生
活
の
安
定
に
寄

与
し
、
及
び
地
域
経
済
に
貢
献
す
る
重
要
な
産
業
で
あ
る
こ
と
並
び
に
食

品
残
渣
を
原
材
料
と
す
る
飼
料
の
利
用
等
を
通
じ
て
循
環
型
社
会
の
形
成

に
寄
与
す
る
産
業
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、養
豚
農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
、

農
林
水
産
大
臣
に
よ
る
養
豚
農
業
の
振
興
に
関
す
る
基
本
方
針
の
策
定
に

つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
養
豚
農
家
の
経
営
の
安
定
、
飼
料
自
給
率
の

向
上
等
を
図
る
た
め
の
国
内
由
来
飼
料
の
利
用
の
増
進
等
の
措
置
を
講
じ

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

�

（
略
）�

両
案
は
、
昨
四
日
農
林
水
産
委
員
会
に
お
い
て
、
全
会
一
致
を
も
っ
て

委
員
会
提
出
の
法
律
案
と
す
る
こ
と
に
決
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

な
お
、
本
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
、
養
豚
農
業
の
振
興
に
関
す
る
件
及

び
花
き
の
振
興
に
関
す
る
件
を
本
委
員
会
の
決
議
と
し
て
議
決
し
た
こ
と

を
申
し
添
え
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
よ
ろ

し
く
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

○
決
議（
平
成
二
六
年
六
月
四
日
）

我
が
国
の
養
豚
農
業
は
、
国
民
の
食
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も

に
、
地
域
経
済
に
貢
献
し
て
い
る
重
要
な
産
業
で
あ
り
、
ま
た
、
食
品
残

さ
を
原
材
料
と
す
る
飼
料
の
利
用
等
を
通
じ
て
循
環
型
社
会
の
形
成
に
も

寄
与
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
養
豚
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
配
合
飼
料
価
格
の

高
騰
、
豚
流
行
性
下
痢
（
Ｐ
Ｅ
Ｄ
）
の
発
生
な
ど
厳
し
い
も
の
が
あ
り
、

特
に
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
協
定
に
つ
い
て
は
、

交
渉
の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
我
が
国
の
養
豚
農
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え

か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
養
豚
農
家
の
間
に
不
安
が
広
が
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、｢

養
豚
農
業
振
興
法
」
の
施
行
に
当
た
り
、
左
記
事

項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

記

一　

養
豚
経
営
安
定
対
策
事
業
に
つ
い
て
、
養
豚
経
営
の
セ
ー
フ
テ
ィ



養
豚
農
業
振
興
法

三
六
六

ネ
ッ
ト
機
能
が
十
全
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
、
養
豚
経
営
安
定
対
策
事
業

に
お
け
る
国
と
生
産
者
の
積
立
金
の
在
り
方
を
含
め
た
国
の
支
援
の
在

り
方
を
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二　

国
内
に
お
け
る
豚
流
行
性
下
痢
（
Ｐ
Ｅ
Ｄ
）
の
感
染
拡
大
に
対
処

し
、
早
期
の
ま
ん
延
防
止
を
図
る
た
め
、
養
豚
農
家
に
よ
る
飼
養
衛
生

管
理
基
準
の
遵
守
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
防
疫
措
置
の
強
化
を
行

い
、
こ
れ
に
伴
う
関
係
者
の
負
担
の
軽
減
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。

ま
た
、
本
病
に
係
る
防
疫
対
応
の
状
況
を
検
証
し
、
家
畜
伝
染
病
予
防

法
の
見
直
し
も
含
め
、
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

三　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
養
豚
農
業
が
今
後
と
も
安

定
的
に
発
展
で
き
る
よ
う
、
平
成
二
十
五
年
四
月
の
本
委
員
会
決
議

｢

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
協
定
交
渉
参
加
に
関
す

る
件
」
を
遵
守
し
、
確
固
た
る
決
意
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
。
ま
た
、
今

後
の
国
際
交
渉
の
進
捗
に
即
応
し
て
、
適
時
適
切
な
国
内
対
策
を
講
ず

る
と
と
も
に
、
養
豚
農
業
振
興
法
に
つ
い
て
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ

と
。

　

右
決
議
す
る
。

二
、参
議
院
農
林
水
産
委
員
長
報
告（
平
成
二
六
年
六
月
二
〇
日
）

○
野
村
哲
郎
君　

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
農
林
水
産
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

ま
ず
、
養
豚
農
業
振
興
法
案
は
、
養
豚
農
業
の
振
興
を
図
る
た
め
、
農

林
水
産
大
臣
に
よ
る
基
本
方
針
の
策
定
に
つ
い
て
定
め
る
と
と
も
に
、
養

豚
農
家
の
経
営
の
安
定
、
国
内
由
来
飼
料
の
利
用
の
増
進
、
安
全
、
安
心

な
豚
肉
の
生
産
及
び
消
費
の
拡
大
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
提
出
者
の
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
長
坂
本

哲
志
君
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
全

会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
て
附
帯
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

�

（
略
）�

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
六
月
一
九
日
）

我
が
国
の
養
豚
農
業
は
、
国
民
の
食
生
活
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も

に
、
地
域
経
済
に
貢
献
し
て
い
る
重
要
な
産
業
で
あ
り
、
ま
た
、
食
品
残

さ
を
原
材
料
と
す
る
飼
料
の
利
用
等
を
通
じ
て
循
環
型
社
会
の
形
成
に
も

寄
与
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
養
豚
農
業
を
取
り
巻
く
環
境
は
、
配
合
飼
料
価
格
の

高
騰
、
豚
流
行
性
下
痢（
Ｐ
Ｅ
Ｄ
）の
発
生
な
ど
厳
し
い
も
の
が
あ
り
、
特

に
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）協
定
に
つ
い
て
は
、
交
渉



養
豚
農
業
振
興
法

三
六
七

の
結
果
に
よ
っ
て
は
、
我
が
国
の
養
豚
農
業
に
大
き
な
影
響
を
与
え
か
ね

な
い
こ
と
か
ら
、
養
豚
農
家
の
間
に
不
安
が
広
が
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全

を
期
す
べ
き
で
あ
る
。

一　

養
豚
経
営
安
定
対
策
事
業
に
つ
い
て
、
養
豚
経
営
の
セ
ー
フ
テ
ィ

ネ
ッ
ト
機
能
が
十
全
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
、
養
豚
経
営
安
定
対
策
事
業

に
お
け
る
国
と
生
産
者
の
積
立
金
の
在
り
方
を
含
め
た
国
の
支
援
の
在

り
方
を
検
討
し
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

二　

国
内
に
お
け
る
豚
流
行
性
下
痢（
Ｐ
Ｅ
Ｄ
）の
感
染
拡
大
に
対
処
し
、

早
期
の
ま
ん
延
防
止
を
図
る
た
め
、
養
豚
農
家
に
よ
る
飼
養
衛
生
管
理

基
準
の
遵
守
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
防
疫
措
置
の
強
化
を
行
い
、
こ

れ
に
伴
う
関
係
者
の
負
担
の
軽
減
に
つ
い
て
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、

本
病
に
係
る
防
疫
対
応
の
状
況
を
検
証
し
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
見

直
し
も
含
め
、
必
要
な
対
策
を
講
ず
る
こ
と
。

三　

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
養
豚
農
業
が
今
後
と
も
安

定
的
に
発
展
で
き
る
よ
う
、
平
成
二
十
五
年
四
月
の
本
委
員
会
の｢
環

太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）協
定
交
渉
参
加
に
関
す
る
決

議
」を
遵
守
し
、
確
固
た
る
決
意
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
。

　
　

右
決
議
す
る
。

（
注
）　

衆
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。


